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新潟県条例第14号 

新潟県工業技術総合研究所手数料徴収条例の一部を改正する条例 

新潟県工業技術総合研究所手数料徴収条例（昭和48年新潟県条例第14号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

別表（第２条関係） 

試験、検査等の種類 

 

手数料の算定の単

位 

（略） 

３ 

 

試

験 

（略） 

(10) 

製

品

性

能

試

験 

（略） 

ウ 繊維製品 

 (ｱ)～(ｾ) （略）

 (ｿ) ＰＦＥ試

験 

 (ﾀ) ＢＦＥ試

験 

  ａ 高圧蒸

気滅菌器

を使用す

る場合 

  ｂ パルス

ドキセノ

ン殺菌装

置を使用

する場合 

  ｃ 高圧蒸

気滅菌器

又はパル

スドキセ

ノン殺菌

装置を使

用しない

場合 

 

（略） 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

〃 

（略） 

（略） 

（略） 

 備考 （略） 

別表（第２条関係） 

試験、検査等の種類 

 

手数料の算定の単

位 

（略） 

３ 

 

試

験 

（略） 

(10) 

製

品

性

能

試

験 

（略） 

ウ 繊維製品 

 (ｱ)～(ｾ) （略）

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

（略） 

 備考 （略） 

附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 


